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本件における因果関係の判断要素 
本件における個別的因果関係の判断要素 

③　疾病の具体的な症状、その症状の推移及び病歴（既往歴） 

④　他の危険因子の有無・程度 

①　原告らの放射線被ばくの程度 

②　統計学的、疫学的知見等に基づく、被ばくと疾病等との関連性の有
無・程度 

※濃い青を中心として、薄い青も考慮
する。 

ⅰ 本件事故により、原告らの居住する地域に放射性物質が拡散したこと 
ⅱ 原告らが被ばくしたと考えられること 

ⅰ 統計学的、疫学的知見に基づいて、被ばくと疾病等との関連性が強いこと 
（ⅱ 原告らも曝露群に属しており、小児甲状腺がんを発症していること） 

ⅰ 原告らには、小児甲状腺がんの原因となるような病歴（既往歴）がないこと 
ⅱ 原告らの小児甲状腺がんが、被ばく後に発症したこと 

（ⅰ 小児甲状腺がんは自然発生頻度が極めて低く、他の危険因子は考え難いこと） 
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本件における因果関係の判断要素 
本件における個別的因果関係の判断要素 

③　疾病の具体的な症状、その症状の推移及び病歴（既往歴） 

④　他の危険因子の有無・程度 

②　統計学的、疫学的知見等に基づく、 
　　　　　被ばくと疾病等との関連性の有無・
程度 

※濃い青を中心として、薄い青も考慮
する。 
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①　原告らの放射線被ばくの程度 



疫学による因果関係立証 

有害物質によって集団的な健康被害が発生した過去の公害訴
訟において、疫学的手法を通じて因果関係が認められてきた
歴史がある。 

四日市公害訴訟など 
津地裁四日市支部 

昭和４７年７月２４日判決 
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疫学（epidemiology）とは 
定義 

疫学とは、人を対象とした医学研究における基本的方法論であり、病
気の分布を捉え、曝露（原因）と帰結（病気） の因果関係を人のデー
タで直接検証する方法論である。　 
　　　　    epi;～の上　demos;人々の集まり　logos;学問 
　　　　　　         　　→　　人々の中で起きている諸事象に関する学問 
 
　　　　　曝露（exposure）　⇒　　帰結（outcome) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　              例えば、ある井戸の水　と　激しい腸炎　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　 　　　              喫煙　と　肺がん 
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ヒュームの提起した問題 
１８世紀イギリスの経験論哲学者　ディビッド・ヒュームによる問

題提起 

　現実には、「あれ無ければこれ無し」という事象は検証できない。 
「あれ」という事象は現実に起こってしまっており、「もしあれが無
かったら」という事象を、時間を巻き戻して観察することは不可能だ
から。観察できるのは、「あれ」と「これ」だけであり、その間の因
果関係は客観的に認識できな
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　⇒　　曝露され症状を発症した個人を、どれだけ詳細
に検討しても、　　　 
　　　　　　　　　　因果関係は見えない 
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このヒュームの問題に答えたのが”疫学“　　 
　　　　　因果関係を知るためには多数回の観察が必要 
　　多数回の観察をするために、曝露集団と非曝露集団を観察して比
較する！ 



曝露集団だけ観察しても分からない 

311子ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟 7 

1000⼈の⼈⼝集団

曝露群（発症20名）
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 

ある物質（ex⾞の排気ガス)
に⼤量曝露した1000⼈の集
団において20⼈が発症（例え
ば喘息）した。

しかしこの20⼈をどれだけ観
察しても、発症の原因がその
曝露であるのかは分からない



曝露群と非曝露群との比較 
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1000⼈の⼈⼝集団1000⼈の⼈⼝集団

⾮曝露群（発症5名） 曝露群（発症20名）
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 

⾮曝露群と曝露群の発症状況を⽐較する

 
 
 
●●●●● 



曝露群と非曝露群との比較 
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1000⼈の⼈⼝集団1000⼈の⼈⼝集団

⾮曝露群（発症5名） 曝露群（発症20名）
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 

曝露を受けなくても5⼈は発症していた

 
 
 
●●●●● 



曝露群と非曝露群との比較 
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1000⼈の⼈⼝集団1000⼈の⼈⼝集団

⾮曝露群（発症5名） 曝露群（発症20名）
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
○○○○○ 

曝露が無ければ15⼈は発症していなかった

 
 
 
○○○○○ 

15名の過剰発症



曝露群と非曝露群との比較 
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1000⼈の⼈⼝集団

曝露群（発症20名）
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
 

２０個の●のうち、どの●が
１５⼈に属し、どの●が他の
５⼈に属するのか●を眺めて
いても分かり得ない。
そこで、これを蓋然性（確
率）で定量的に把握するのが
疫学の発想
 （20－5）÷20
     ＝ 75％

 
 
 
 

 
 
○○○○○ 
 

 
 
●●●●● 



疫学の代表的な研究デザイン 
各種の研究デザイン 

① 症例対照研究(case-control study) 
② 前向きコホート研究(prospective cohort study) 
③ 後ろ向きコホート研究（retrospective cohort study） 
④ コホート内症例対照研究(nested case-control study) 
⑤ 横断研究(cross-sectional study) 
⑥ 地域相関研究(ecological study) 
 
　疫学においては、各種の研究デザインとそこから各種の因果関係の
指標を得る方法や観察された指標が因果関係とは関係のない偶然誤差
やバイアスによるものではないかを検討する解釈の方法等が体系的に
確立している。 
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疫学指標　リスク比（コホート研究） 
リスク比の2×2表 

Ｒ１  (曝露群のリスク）  ＝ａ÷（ａ＋ｃ）＝０．09 
Ｒ０（非曝露群のリスク）＝ｂ÷（ｂ＋ｄ）＝０．01 
ＲＲ（リスク比）＝Ｒ１÷Ｒ０＝9　　　　9倍の多発 
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曝露群
（⼤量喫煙）

⾮曝露群
（⾮喫煙）

  発症あり
（肺がん） a（18⼈） b（  2⼈）

  発症なし c（182⼈） d（198⼈）



疫学指標　発生率比（コホート研究） 
発生率比の2×2表 

Ｒ１   (曝露群の発生率）  ＝a／PY1 
Ｒ０ （非曝露群の発生率）＝b／PY0 
IＲＲ（発生率比）＝（a／PY1）／（b／PY0）＝9　　9倍の多発 
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曝露群
（⼤量喫煙）

⾮曝露群
（⾮喫煙）

  発症あり
（肺がん） a⼈（18⼈） b⼈（2⼈）

  延べ観察時間 PY1⼈年（200⼈年） PY0⼈年（200⼈年）



相対危険度と原因確率 

相対危険度 
曝露群で非曝露群に比べて何倍症状が多発するかの指標を 
　　　「相対危険度（relative risk；RR）」という。 
コホート研究のリスク比や発生率比は相対危険度の一つである。 
 
　　　相対危険度　＝１なら　曝露は発症に影響を与えない 
　　　相対危険度　＞１なら　曝露が発症を増やす方向で影響してい
る 
　　　相対危険度　＜１なら　曝露が発症を減らす方向で影響してい
る 
 
　ことをそれぞれ意味する。 
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相対危険度と原因確率 

原因確率 

　原因確率とは？ 
 
曝露され疾病に罹患している集団の中で、曝露による
ものと推認できる増加分がどれ位の割合を占めている
かを示す指標 
　 
　　　　「曝露群寄与危険度割合」や「寄与分画」等とも言
われる 
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相対危険度と原因確率 

原因確率 
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⾮曝露群  曝露群

曝露による発⽣率

曝露によらない 
発⽣率

寄与危険度 

曝露群寄与危険度割合（＝原因確率の下界値）



相対危険度と原因確率 

原因確率 

311子ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟 18 

⾮曝露群  曝露群

曝露による発⽣率

曝露によらない 
発⽣率

寄与危険度 

曝露群寄与危険度割合（＝原因確率の下界値）



相対危険度と原因確率 

原因確率 

　原因確率は、下記の式で計算できる。 
　　　　　　　　　　　(相対危険度-１)/相対危険度 
 
　相対危険度と原因確率は、一方が決まると他方が決まる関係にある。 
　 
　eｘ相対危険度が２以上＝原因確率が５０％以上　（2－1）/2＝0.5 
　　　 相対危険度が５以上＝原因確率が８０％以上　（5－1）/5＝0.8 
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原因確率は因果関係判断の指標 
アメリカのリスク倍増論　　相対危険度2，原因確率50％のルール化 

米国の民事訴訟；連邦最高裁ドーバート判決 

作用因子が個人の疾患の原因となる確率又は可能性を疫学的知見の相対危険度をもとに算出し、相
対危険度が2を超えるならば、個人の疾患罹患がその作用因子を原因とする確率も５０％を超える
こととなり、優越的蓋然性が認められ、個別的因果関係も肯定できるとする。 

現役裁判官向け；Reference Manual on Scientific Evidence　　甲全１２０号証 

いくつかの米国の裁判法廷では、曝露群における疾病の頻度が、非曝露群における疾病の発生頻度
の２倍を超えることを基礎づける疫学的研究論文がある場合には（いわゆる２を超える相対危険度
の場合）、その曝露が同じ状況にある個人の疾病の原因である確率も５０％を超えると判断してき
た。したがって、これらの法廷では、曝露群における発生頻度が非曝露群における発生頻度の２倍
を超えるという疫学的証拠がある場合には、その証拠は陪審に、具体的な因果関係に関する証拠で
あるとして原告の提出の責任を十分に満たすと判断することになる。 
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原因確率は因果関係判断の指標 
国内の公害裁判例　大気汚染公害訴訟　　（甲全122号証） 

2000年以前の大気汚染公害訴訟 

「疫学的因果関係の判定基準を満たしているような場合には訴訟上の因果関係を証
明する極めて重要な資料の一つである」（川崎第２～４次・横浜地川崎支判平10･
8･15） 

2000年以降の大気汚染公害訴訟 

千葉大調査を科学的信頼性の高いものと評価し、疫学によって、因果関係を認定している。気管支
喘息の発症または増悪について、非汚染地域に居住する住民に対する、自動車排ガスへの曝露の相
対危険度が４倍を上回る、すなわち、原因確率が７５％を上回る汚染地域に居住する原告について、
東京訴訟判決（東京地判平14・10・29）は、自動車排ガスへの曝露との因果関係が存在する高度の
蓋然性を事実上推定し、尼崎訴訟判決及び名古屋南部訴訟判決（名古屋地判平12･11･27）は、自動
車排ガスへの曝露との因果関係が存在する高度の蓋然性があるものと判断した。 
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相対危険度と原因確率 

　判例は、公害を中心に、薬害、労災という、有毒物質による集団的
な疾患の発症による健康被害の事案において、当該物質が疾患を発症
させるメカニズムが医学的に解明されていない場合でも、疫学を用い
て因果関係を認定することを認めてきた。 
 
　有毒物質による集団的な健康被害の事案では、 
　疫学を用いて因果関係を認定することが裁判例として定着
している。　　　 
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判例の到達点 



疫学的因果関係に関する学説 

河村浩判事、公害等調整委員会事務局審査官（当時）　　（甲全119号証） 
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　相対危険度が５倍を超えると，相対危険度による推定の確率が証明度である８０パーセントを
超えることになる。この場合，被告の行為が原因として寄与している確率が高く，逆に，択一的
な他因子が存在しない（あるいは，競合的な他因子の影響が少ない）ことを相対的に証明できて
いるといえるから，被告の行為の原因性につき，高度の蓋然性＝証明度８０パーセントを超える
心証（事後確率）が形成され，表見証明ないし一応の推定を認めてもよいことになる。 
 
　もっとも，その相対危険度は，代表的な交絡因子等を補正した上での推定値であることが望ま
しいことはいうまでもないが，５倍を超えるような大きな相対危険度が観察された場合には，す
べてが交絡因子等の影響によるものとは考えにくく，また，当事者間の立証負担の公平をも併せ
考慮すると，交絡因子等の補正がなされていないからといって，信頼に値しない疫学的データで
あるとすべきではなく，粗分析の結果，得られた疫学的データをもとに算出された相対危険度を
もって，表見証明ないし一応の推定を認めるべきである。 



疫学的因果関係に関する学説 

相対危険度による推認が７０～８０パーセントの証明度を超えるときは，個別的因果関係を推定し
（一応の推定），それ以下でも５０パーセントを超えるときには事実上の推定を認めるべきである、
ただし，個別的因果関係は事実上推定されるに過ぎないから，反証の可能性が残るとする。 
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瀬川信久教授、北海道大学・早稲田大学名誉教授　　（甲全121号証） 

　　吉村良一教授、立命館大学　　　（甲全122号
証）　　　　　 

　疫学は人体の健康に影響を及ぼす原因を定量的に明らかにするものであり、その基本は、曝露の
あった集団となかった集団の患者の発生率の比較から導かれる相対危険度であって、因果関係は原
因確率において量的に表現される。 
　疫学によって原因確率が８０ないし９０％を超える（相対危険度５ないし１０以上）の場合、当
該知見が当該原告にはあてはまらないという特段の事情がなければ、因果関係は高度の蓋然性を
もって証明されたもの（少なくとも推定されたもの）と扱って良い。 



相対危険度と原因確率 
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本件に関する疫学調査　　～福島県県民健康調査～ 

福島第⼀原発事故によ
る健康影響を調べるた
めの唯⼀の網羅的健康
調査（甲全124号証） 

調査主体：福島県 
調査は、福島県⽴医⼤
に委託
 
助⾔や評価のため専⾨
家による「検討委員
会」を設置



相対危険度と原因確率 
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福島県県民健康調査検討委員会　第3回配付資料 

「基礎知識として，放射線の影響が
ない場合・・・⼩児甲状腺がんは年
間１００万⼈あたり１，２名程度と
極めて少なく，結節の⼤半は良性の
ものです。」 
 
「現時点での⼦どもたちの健康管理
の基本として、甲状腺の状態をご理
解していただくことが、安⼼につな
がるものと考えております。」 
 
        （甲全124号証）   



県民健康調査　甲状腺検査の結果 

「結果判定数」　３０万０４７３人 
「悪性ないし悪性疑い」　　１１６人 
手術実施102人　　101人が甲状腺がんと確定診断　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　1巡目検査　　（先行検査）　　 

　　　　２巡目検査　　（本格検査1巡
目）　　　　　　　　　　　 

　「結果判定数」　２７万０５２９人 
　「悪性ないし悪性疑い」　　　７１人 
　手術実施５２人　　５２人が甲状腺がんと確定診断　　　　　　　　　　　　　　
　　　※有病割合　 

100万人あたり3８6人 

100万人あたり262人 

※有病割合 



相対危険度と原因確率 

　岡山大学の津田敏秀教授
らのグループが県民健康調
査の結果を分析した研究論
文が、国際環境疫学会の発
行する査読誌である 
　「Epidemiology（疫
学）」電子版に掲載された 
（甲全125号証） 
 
　※２０１５年１０月 
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岡山大学津田敏秀教授らの論文　Epidemiology誌 



岡山大学津田敏秀教授らの論文　Epidemiology誌 

　福島県における甲状腺がんの発生状況を日本全国の発生率と比較（発生率比：
IRRを指標とする） 
　外部比較で最も高いところで約５０倍、全体としても約３０倍の多発が生じてい
ると報告 
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　　　　外部比較　　 

　　　　内部比較　　　　　　　　　　 

　福島県内でも被ばく線量の高かったと考えられる地域と、低かったと考えられ
る地域との間で、小児甲状腺がんの発生率に差があることを示すもの（有病オッ
ズ比を指標とする） 
　内部比較で最大２．６倍の違いが生じていることが分かると報告 



相対危険度と原因確率 

　津田論文の発表後、国際環境疫学会
は、日本政府に宛てて書間を送った。 
　この書間は、「環境疫学者の組織と
して世界最大の専門家集団である「国
際環境疫学会（ISEE）」は、環境疫学
者を代表し、福島県民における甲状腺
がんの発症リスクが、想定よりもはる
かに大きいと示した最近の科学的証拠
について憂慮しています。」とし、 
　事故によって影響を受けた集団に対
し、甲状腺がんの早期発見・早期治療
を可能にするための、継続的かつ体系
的なスクリーニングの必要性を指摘し、
日本政府に対し、科学的に記録し追跡
するための一連の方策の構築を求めた
　　　（甲全126号証） 
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国際環境疫学会（ISEE）日本政府宛て書簡 



岡山大学津田敏秀教授による意見書　（甲全第１２７、１２８号証） 

　岡山大学の津田敏秀教授に、県民健康調査の2015
年以降に明らかとなった結果も含めた分析による、
相対危険度や原因確率の算出をお願いした。 
 
　これをまとめたものが、 
　　　　津田意見書（甲全第127号証、同第128号
証） 
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　　　　原因確率の算出 



岡山大学津田敏秀教授による意見書　（甲全第１２７、１２８号証） 

　福島県を９つの地位に分けて
分析　 
　想定される汚染の程度差を考
慮、 
　検出力を確保し、かつ検査時
期による交絡にも対応した分け
方 
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　　　　９つの地域分け 



岡山大学津田敏秀教授による意見書　（甲全第１２７、１２８号証） 

　疫学調査において、調査しよう
とする因子以外で、結果に影響を
与える因子が存在するために、見
かけ上の関連性がゆがめられてし
まうことを交絡バイアスという。 
　検査時期の違いは、影響を過小
評価する交絡バイアスとなる。　
また、年齢構成の違いも、影響を
ゆがめる危険性がある。そこで、
これらの交絡の調整が必要となる。 
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　　　　交絡の補正とは 



岡山大学津田敏秀教授による意見書　（甲全第１２７、１２８号証） 
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 	 1巡⽬	 2巡⽬	
受診者数

(がん症例数)	
IRR(倍率)
(95%C.I.)	

受診者数
(がん症例数)	

SIR(倍率)
(95%C.I.)	

原発周辺地域	 41,810 (15)	 28 (15-47)	 34,557 (17)	 61 (35-97)	

福島市周辺	 50,617 (12)	 20 (10-35)	 45,580 (11)	 36 (18-64)	

⼆本松・本宮市周辺	 18,193 (11)	 50 (25-90)	 16,346 (4)	 38 (10-98)	

郡⼭市	 54,062 (25)	 39 (25-57)	 48,046 (18)	 57 (34-91)	

⽩河市周辺	 16,465 (8)	 40 (17-80)	 14,637 (2)	 22 (3-80)	

いわき市周辺	 49,430 (24)	 40 (26-60)	 45,265 (9)	 26 (8-41)	

いわき市⻄側町村	 29,816 (9)	 25 (12-48)	 28,088 (4)	 22 (6-56)	

会津地⽅	 33,720 (12)	 30 (15-52)	 32,208 (5)	 23 (7-53)	

相⾺地⽅	 6,360 (0)	 0 (0-48)	 5,788 (1)	 27 (1-152)	

合計	 300,473 (115)	 32 (26-38)	 270,516 (71)	 38 (29-47)	



津田意見書に示された相対危険度と原因確率 

全国の発生率と比較した、甲状腺がんのＩＲ
Ｒ:発生率比（相対危険度）は、全体で３１．
９倍　　　　　　　　　　 
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　　　　1巡目検査　　 

　　　　２巡目検査　　　　　　　　　　 

　全国の発生率と比較した、甲状腺がんのSＩ
Ｒ:標準化発生率比（相対危険度）は、全体で
３８倍 

原因確率　96.8％ 

原因確率　97.3％ 



主な公害事例との比較 
主な公害事例や職業病事例等に関する因果関係認定の原因確率 
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事  例	 認められた⼈々が持つか政府が認
める倍率	

原因確率	 相対危険度	

⼤気汚染	 50－67％以上	 2倍〜3倍以上	
原爆症	 10％以上	 約1.1倍以上	
ヒ素中毒	 50％以上	 2倍以上	

じん肺肺がん	 50－75％以上	 2-4倍以上	
環境アスベスト曝露と

肺がん	
50％以上	 2倍以上	



各原告の原因確率について 
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番
号	

性別(生年月)	 地区・巡目	
 	

SIR(年齢標準化
発生率比：倍率)	
下段は95%CI	

原因確率 (寄
与分画)%	
下段は95%CI	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

原告らの 
原因確率は、
94.9％〜
99.3％ 
の間に分布



各原告の原因確率の高さ 
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【相対危険
度】 

【1.1倍】 

【2.0倍】 

【3.3倍】 
【5.0倍】 
【10.0倍】 

この割合を超えると、それだけでも因果関係が強く推認でき
る 

超えなくても、他の事情を含めた総合考慮により 
因果関係を肯定できる場合あり 



各原告の原因確率の高さ 
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【相対危険
度】 

【1.1倍】 

【2.0倍】 

【3.3倍】 
【5.0倍】 
【10.0倍】 

原因確率→相対危険度 
 

99%→100.0倍 
98%→50.0倍 
97%→33.3倍 
96%→25.0倍 
95%→20.0倍 

この割合を超えると、それだけでも因果関係が強く推認でき
る 

超えなくても、他の事情を含めた総合考慮により 
因果関係を肯定できる場合あり 



各原告の原因確率について 
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　原告らの原因確率は、いずれも９０パーセントを大きく超えている。 
 
　過去の裁判例や、学説に照らしても、このように高い原因確率が得
られている場合には、その知見が当該原告にはあてはまらないという
特段の事情がない限り、因果関係は高度の蓋然性をもって証明された
もの（少なくとも推定されたもの）と扱って良い。 
 
　したがって、本件事故に由来する放射線に被ばくした各原告が甲状
腺がんを発症した原因は、特段の事情がない限り、本件事故による放
射線被ばくであることが認められる。 


